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控　除　対　象　と　な　る　介　護　サ　ー　ビ　ス

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に

環
境
総
務
課
（
11
７
９
７
・
０
５
３

０
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

３
月
１
日
（
月
）
午
後
６
時

　

分
〜
８
時　

分

３０

３０

○
会
場　

市
役
所
森
野
分
庁
舎
４
階
第

２
・
３
会
議
室

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

３０

町
田
市
廃
棄
物
減
量
等

推

進

審

議

会

町
田
市
子
育
て
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
連
絡
会

２
０
０
３
年
度
第
２
回

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
２
月　
１９

日
ま
で
に
障
が
い
福
祉
課
（
11
７
２
４

・
２
１
４
７
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

２
月　

日
（
金
）
午
前　

時

２０

１０

町
田
市
障
が
い
者
計
画

推

進

委

員

会

か
ら

○
会
場　

市
役
所
地
下
特
別
会
議
室

（
大
）

○
定
員　
　

人
程
度
（
申
し
込
み
順
）

３０

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
会
議
前

日
ま
で
に
子
ど
も
総
務
課
（
11
７
２
４

・
２
８
７
６
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

２
月　

日
（
月
）
午
前　

時

２３

１０

〜
正
午

○
会
場　

市
役
所
森
野
分
庁
舎
４
階
第

二
会
議
室

○
議
題　

子
ど
も
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の

進
捗
状
況
に
つ
い
て

○
定
員　

５
人
（
申
し
込
み
順
）

町
田
市
青
少
年
問
題

協
議
会
定
例
会

　

子
ど
も
の
教
育
や
福
祉
、
医
療
等
に

関
わ
る
機
関
や
施
設
が
相
互
に
連
携
を

図
り
、
多
様
で
複
雑
化
す
る
子
育
て
の

問
題
に
迅
速
、
か
つ
的
確
に
対
応
し
て

い
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
く

た
め
、
２
０
０
３
年
度
町
田
市
子
育
て

支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
開
催
し
ま
す
。

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
（
11
７
１

０
・
１
５
２
５
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

２
月　

日
（
木
）
午
後
２
時

１９

〜
４
時

○
会
場　

す
み
れ
会
館
第
６
会
議
室

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１０

町
田
市
生
活
排
水
対
策
協
議
会

　

町
田
市
生
活
排
水
対
策
協
議
会
第
３

施
設
を
開
放
し
ま
す

鶴
川
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
・
木
曽
学
童
保

育
ク
ラ
ブ

　

週
に
１
回
、
施
設
を
開
放
し
ま
す
。

○
対
象　

保
護
者
同
伴
の
乳
幼
児

○
期
日　

鶴
川
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
（
鶴

川
三
小
内
）
＝
毎
週
木
曜
日
、
木
曽
学

童
保
育
ク
ラ
ブ
（
都
営
木
曽
森
野
Ｂ－

２
号
棟
）
＝
毎
週
金
曜
日

○
時
間　

午
前　

時
〜　

時　

分

１０

１１

３０

※
開
放
で
き
な
い
日
も
あ
り
ま
す
。

※
２
月　

日
の
鶴
川
学
童
保
育
ク
ラ
ブ

１９

の
開
放
に
は
催
し
物
が
あ
り
ま
す
。

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□問
 

鶴
川
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
11
７
３
４
・

０
４
２
９
、
木
曽
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
11

７
３
９
・
０
９
９
５
、
児
童
青
少
年
課

11
７
２
４
・
２
１
８
２

　

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の

認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
公
的
個
人

認
証
法
）
に
よ
り
、
平
成　

年
１
月　

１６

２９

日
か
ら
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
が
始

ま
り
ま
し
た
。

【
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
と
は
】

　

こ
れ
ま
で
行
政
機
関
へ
の
申
請
や
届

出
を
行
う
時
、
窓
口
業
務
が
行
わ
れ
て

い
る
時
間
帯
に
、
窓
口
に
直
接
行
っ
て

手
続
き
を
行
う
の
が
一
般
的
で
し
た
。

現
在
国
や
地
方
公
共
団
体
で
は
、
こ
れ

ま
で
の
窓
口
で
の
手
続
き
に
加
え
、
自

宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
行
政
機
関
に
対
し

て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
申
請
や

届
出
（
電
子
申
請
）
が
で
き
る
仕
組
み

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
公
的

個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
は
、
こ
う
し
た
電

子
申
請
が
行
わ
れ
る
際
に
、
申
請
者
の

成
り
す
ま
し
や
申
請
内
容
の
改
ざ
ん
な

ど
を
防
ぐ
た
め
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保

の
手
段
（
電
子
署
名
）
を
全
国
ど
こ
に

住
ん
で
い
る
人
に
対
し
て
も
安
い
費
用

で
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

【
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
電
子
申
請
・
届
出
等
は
】

　

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
所
得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費

税
に
関
し
て
の
電
子
申
告
、
厚
生
労
働

省
の
社
会
保
険
関
係
手
続
き
、
パ
ス

ポ
ー
ト
交
付
関
係
手
続
き
等
が
予
定
さ

れ
、
今
後
も
順
次
拡
大
さ
れ
て
い
き
ま

す
。

【
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
（
電
子
証
明
書
の
取
得

を
希
望
す
る
方
）
】

①
市
が
発
行
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
を
入
手
し
て
下
さ
い
（
現
在
こ
の
サ

ー
ビ
ス
に
利
用
で
き
る
カ
ー
ド
は
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
み
で
す
）
。

②
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
運
転
免
許

証
な
ど
の
顔
写
真
付
き
の
公
的
な
身
分

証
明
書
を
持
参
し
、
市
役
所
市
民
課
で

電
子
証
明
書
発
行
申
請
書
を
提
出
し
て

下
さ
い
。

③
本
人
確
認
後
、
窓
口
に
設
置
さ
れ
て

い
る
鍵
ペ
ア
生
成
装
置
に
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
を
セ
ッ
ト
し
、
画
面
の
表
示

に
従
っ
て
電
子
証
明
書
に
必
要
な
鍵
ペ

ア
を
作
成
し
て
下
さ
い
（
こ
の
際
４
文

字
以
上　

文
字
以
下
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を

１６

設
定
し
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
考
え

て
お
い
て
下
さ
い
）
。

④
窓
口
に
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
提

出
し
、
都
知
事
が
発
行
す
る
電
子
証
明

書
を
カ
ー
ド
の
中
に
格
納
し
ま
す
。

　

電
子
証
明
書
は
１
通
５
０
０
円
で
す

（
た
だ
し
平
成　

年
３
月　

日
ま
で
は

１６

３１

無
料
）
。

　

有
効
期
限
は
発
行
か
ら
３
年
間
で
、

有
効
期
間
中
は
引
っ
越
し
や
姓
名
の
変

更
な
ど
が
な
い
限
り
何
回
で
も
使
用
で

き
ま
す
。

　

電
子
証
明
書
の
提
供
を
す
る
際
に
、

利
用
上
の
留
意
事
項
を
記
載
し
た
利
用

案
内
、
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
パ
ソ
コ
ン
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す

る
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
Ｏ
Ｍ
、
及
び
適
合
す
る

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
機
種
名

の
案
内
を
お
渡
し
し
ま
す
。

　

申
請
者
は
、
町
田
市
の
住
民
基
本
台

帳
に
登
録
さ
れ
て
お
り
、
申
請
時
点
で

　

歳
以
上
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
り

１５ま
す
（　

歳
未
満
の
方
が
申
請
を
す
る

１５

場
合
は
ご
相
談
下
さ
い
）
。

　

電
子
証
明
書
の
提
供
を
受
け
た
方

は
、
自
宅
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使

っ
て
行
政
機
関
に
対
し
電
子
申
請
や
届

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
際
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
利
用

で
き
る
パ
ソ
コ
ン
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
読

み
取
る
装
置
（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ

イ
タ
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

□問
 

市
民
課
11
７
２
４
・
２
１
２
３

控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
お
よ
び
介
護
保

険
料

　

介
護
保
険
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
料
や
介
護
保
険
料
は
、
そ
れ
ぞ

れ
次
の
よ
う
に
所
得
税
・
市
都
民
税
の

保
護
者
補
助
金
の

申

請

受

付

２
０
０
３
年
度
私
立
小
・
中
学
校
等

校
の
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
に
、
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
補
助
を
行
っ
て
い

ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
で
今
年
度
ま
だ

申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
お
早
め

に
申
請
し
て
下
さ
い
。

※
来
年
度
は
事
業
の
見
直
し
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
ま
す
。

○
対
象　

次
の
①
〜
③
全
て
に
該
当
す

る
方
①
２
０
０
３
年
５
月
１
日
現
在
、

町
田
市
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登

録
を
し
て
い
る
方
②
私
立
の
小
・
中
学

校
（
盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
の
小
・
中

学
部
を
含
む
）
ま
た
は
外
国
人
学
校

（
学
校
教
育
法
に
定
め
る
各
種
学
校
の

う
ち
小
・
中
学
校
に
相
当
す
る
も
の
）

に
在
学
す
る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
③

授
業
料
を
納
付
し
て
い
る
方

○
補
助
金
額　

児
童
・
生
徒
１
人
に
つ

き
年
額
５
０
０
０
円
（
口
座
振
込
）

○
申
し
込
み　

申
請
書
（
市
役
所
２
階

子
ど
も
総
務
課
、
南
・
な
る
せ
駅
前
・

鶴
川
・
忠
生
・
堺
・
小
山
の
各
市
民
セ

ン
タ
ー
、
玉
川
学
園
文
化
・
木
曽
山
崎

の
各
セ
ン
タ
ー
、
市
民
課
駅
前
連
絡
所

に
あ
り
ま
す
）
に
記
入
し
、
３
月　

日
３１

ま
で
（
必
着
）
に
直
接
ま
た
は
郵
送
で

子
ど
も
総
務
課
（
〒　

－

８
５
２
０
、

１９４

中
町
１－

　

－

　

、
11
７
２
４
・
２
８

２０

２３

７
６
）
へ
。

※
各
市
民
セ
ン
タ
ー
等
で
は
申
請
書
の

受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険

【
納
付
推
進
員
が
巡
回
し
て
い
ま
す
】

　

国
民
健
康
保
険
税
納
付
推
進
員
が
市

内
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
お
宅
を

訪
問
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
民
健

康
保
険
税
の
口
座
振
替
の
勧
奨
や
保
険

税
の
趣
旨
の
普
及
の
た
め
に
巡
回
す
る

も
の
で
、
同
時
に
保
険
税
の
お
支
払
い

も
う
け
た
ま
わ
っ
て
い
ま
す
。
納
付
推

進
員
は
身
分
を
証
明
す
る
た
め
、
胸
に

納
付
推
進
員
証
を
つ
け
て
い
ま
す
の

で
、
ご
確
認
下
さ
い
。

【
日
曜
支
払
い
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま

す
】

　

国
民
健
康
保
険
税
の
お
支
払
い
や
、

ご
相
談
を
お
受
け
す
る
日
曜
支
払
い
相

談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
当
日
は
各
種

届
け
出
も
お
受
け
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
下
さ
い
。

○
日
時　

２
月　

日
（
日
）
午
前
９
時

１５

〜
午
後
４
時

○
会
場　

国
保
年
金
課
（
市
役
所
２

階
）

◇

□問
 

国
保
年
金
課
11
７
２
４
・
２
１
２
５

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま
し
た

所
得
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

【
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
】

　

右
表
の
と
お
り
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業

者
に
支
払
っ
た
利
用
料
は
医
療
費
控
除

の
対
象
に
な
り
ま
す
。
申
告
に
は
領
収

書
が
必
要
で
す
。

□問
 

高
齢
者
介
護
課
給
付
担
当
11
７
２
１

・
０
９
１
２

【
介
護
保
険
料
】

　

納
付
し
た
介
護
保
険
料
は
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
納
付
し

た
保
険
料
が
不
明
の
場
合
は
お
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。

□問
 

高
齢
者
介
護
課
賦
課
徴
収
担
当
11
７

２
１
・
３
１
１
０

　

市
で
は
、
私
立
の
小
・
中
学
校
及
び

外
国
人
を
対
象
と
し
て
教
育
を
行
う
学

　

「
グ
ワ

、
グ
ワ

」
鳴
き
声
を
真
似
し

な
が
ら
こ
わ
ご
わ
と
手
を
伸
ば
す
。
通

称
ア
マ
ガ
エ
ル
は
、
孫
の
良
き
遊
び
友

達
、
小
さ
く
て
ど
こ
と
な
く
ユ
ー
モ
ラ

ス
な
顔
、
何
よ
り
も
オ
モ
チ
ャ
な
ど
に

は
な
い
生
き
物
独
特
な
自
然
な
動
き
が

興
味
を
引
く
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
皮

膚
に
有
毒
物
質
を
持
ち
、
カ
エ
ル
に
触

れ
た
手
で
目
な
ど
を
こ
す
る
と
、
か
な

り
痛
い
思
い
を
す
る
の
で
要
注
意
で
は

あ
る
。

　

大
隅
諸
島
以
北
の
日
本
各
地
に
分
布

し
、
日
頃
あ
ち
こ
ち
で
お
目
に
か
か
る

ア
マ
ガ
エ
ル
の
生
活
は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
。
昨
年
夏
、
雨
水
を
溜
め
草

花
に
と
準
備
し
た
ポ
リ
バ
ケ
ツ
の
一
つ

に
、
ボ
ウ
フ
ラ
が
い
な
い
こ
と
に
気
が

付
い
た
。
何
や
ら
動
く
姿
、
か
わ
い
い

オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
で
あ
っ
た
。
高
名
な

長
野
県
南
部
に
あ
る
茶
臼
山
高
原
両
生

類
研
究
所
長
の
熊
谷
聖
秀
氏
に
お
見
せ

す
る
と
ニ
ホ
ン
ア
マ
ガ
エ
ル
と
の
こ

と
、
小
さ
な
水
溜
ま
り
で
も
育
つ
と
い

う
。
目
が
突
き
出
て
い
る
の
が
特
徴
ら

し
い
。
親
ガ
エ
ル
に
な
っ
た
の
も
い
た

が
、
現
在
越
冬
中
の
も
い
る
。
餌
不
足

で
年
越
し
オ
タ
マ
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
名
前
の
通
り
雨
が
降
る
前
に

よ
く
鳴
く
。
気
圧
の
変
化
に
敏
感
で
シ

ャ
ワ
ー
（
レ
イ
ン
）
コ
ー
ル
の
名
ま
で

あ
る
。
し
か
し
、
じ
ょ
う
ろ
で
水
ま
き

掘
る
と
、
丸
丸
と
し
た
ア
マ
ガ
エ
ル
を

掘
り
出
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
カ

エ
ル
に
は
い
い
迷
惑
と
い
う
も
の
。
急

い
で
土
を
か
け
る
。
よ
く
見
る
と
土
と

同
色
、
緑
色
で
は
な
い
。
保
護
色
で
時

に
は
模
様
ま
で
付
け
る
。
ク
モ
や
小
昆

虫
が
主
食
で
寿
命
は
五
年
程
度
で
あ

る
。

　

一
見
、
の
ん
び
り
見
え
る
ア
マ
ガ
エ

ル
、
で
も
周
り
の
色
に
ま
で
気
を
使

い
、
毎
日
を
必
死
に
生
き
る
繊
細
な
心

の
持
ち
主
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
三
輪
町　

北
村
文
治
）

（
そ
の　

）　

ニ
ホ
ン
ア
マ
ガ
エ
ル

２５５

ひひ
っっ
そ
り
生
き
る
町
田
の
自
然

そ
り
生
き
る
町
田
の
自
然

を
し
て
も
鳴
く
の
で
、

気
圧
だ
け
で
は
な
い
ら

し
い
。

　

本
種
に
良
く
似
た
モ

リ
ア
オ
ガ
エ
ル
な
ど
の

ア
オ
ガ
エ
ル
類
が
い
る

が
鼻
孔
か
ら
鼓
膜
に
か

け
て
黒
い
筋
が
あ
る
の

で
区
別
で
き
る
。
し
か

し
、
皮
膚
に
毒
を
持
つ

こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
ヒ

キ
ガ
エ
ル
に
近
い
と
い

う
。

　

今
は
真
冬
、
時
に
春

植
え
の
草
花
を
と
土
を

三輪の我が家に住み付くニホンアマガエル
（１９７８・９・１７撮影）

控除対象となる額対象となるサービス

自己負担額（１割負担分）
※居宅介護サービス計画に基づいて
の利用であることが必要です。

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養
管理指導、通所リハビリテーション、短期入所
療養介護

医療系
居　

宅 訪問介護（生活援助が中心である場合を除く）、
訪問入浴介護・通所介護・短期入所生活介護
※医療系サービスと併せて利用することが必要です。

福祉系

自己負担額（１割負担分）及び食事
負担額（標準負担額）の２分の１指定介護老人福祉施設施　

設 自己負担額（１割負担分）及び食事
負担額（標準負担額）指定介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設

回
会
議
を
行
い
ま
す
。
傍
聴
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
環
境
保
全
課
（
11
７
２
４

・
２
７
１
１
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

２
月　

日
（
金
）
午
前　

時

１３

１０

〜
正
午

○
会
場　

境
川
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
２

階
会
議
室

○
議
題　

新
・
町
田
市
生
活
排
水
対
策

推
進
計
画
に
つ
い
て
、
ほ
か

○
定
員　

５
人
（
申
し
込
み
順
）


